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Ⅰ ヤマザキ学園の基本理念、使命、目標等 

本学園は昭和４２年（１９６７年）の創立以来、創始者山﨑良壽が掲げた「生命への畏敬」「職業人として

の自立」を建学の精神として、数々の変遷を経て発展してきた。その建学の精神には、「生命への尊敬の心を

持つ」「動物愛護を通して自分と社会を見つめる」「礼節や思いやりを大切にする」という３つの理念が含ま

れている。生きとし生けるものが共に尊重し、助け合い、それぞれの生命を輝かせて生きるという自覚と認

識と、動物への深い愛情を持ち、人と動物の架け橋となる人材の育成を目標としている。 

一方で、動物愛護の精神に基づき、動物を心から理解し愛する卒業生が、社会で優れた指導者となり、平

和で豊かな世の中を築く一翼を担うことを理想としている。 

本学園ではこれまで、これらの理念、使命、目標等を達成するために以下の動物看護師の養成機関を設置

してきた。 

平成６年６月に「学校法人ヤマザキ学園」の認可を受け、平成７年４月、「専修学校 日本動物学院」を開校

し、平成１６年４月には、高等教育機関として初めて動物看護学科を有するヤマザキ動物看護短期大学を八王

子市南大沢に開学した。 

更に平成２２年４月、ヤマザキ動物看護短期大学を発展的解消し、動物看護学を母体として認可された、日

本で唯一の動物看護学部を擁するヤマザキ学園大学（動物看護学部動物看護学科：入学定員１８０人）を開学

し、その後、平成３０年４月にヤマザキ学園大学をヤマザキ動物看護大学に大学名を変更した。 

平成３０年１１月１９日には、ヤマザキ動物看護専門職短期大学が日本で初の専門職短期大学として設置認

可され、平成３１年４月に開学の運びとなり、ここにヤマザキ三校を置く学園の教育体制が確立された。また、

令和元年６月２１日「愛玩動物看護師法」が成立し、「愛玩動物看護師」にかかる国家資格化の道が開けた。 

令和３年度、ヤマザキ動物看護大学大学院（動物看護学研究科 動物看護学専攻修士課程）を開設すると

共に、ヤマザキ動物看護大学動物看護学部を２学科（動物看護学科、動物人間関係学科）体制とした。 

令和４年度には、ヤマザキ動物看護大学動物看護学科の入学定員増が認可され、ヤマザキ動物看護専門職

短期大学では、動物トータルケア学科における学修を基盤に更なる高度な教育・研究に対応できる人材を育

成する専攻科が新設されるなど、各校において一層の飛躍を遂げる年となった。 

加えて、創立以来の念願であった「愛玩動物看護師」の国家試験も実施された。   

令和５年度には、本学においても愛玩動物看護師の国家資格を保持した教職員の活躍が始まり、在学生のロ

ールモデルとなり教育の質を担保した授業を実施している。１２月には、国家資格愛玩動物看護師誕生・ヤマ

ザキ学園創立五十五周年記念式典及び祝賀会を実施し、国家資格化に際しご尽力いただいた方々、国家資格に

合格した本学関係者等を招待し、創始者の念願であった国家資格化を祝賀すると共に、愛玩動物看護師の更な

る活躍の場を広げることの決意表明を行った。 

令和5年9月に改修工事が完了したグリーングラスロッジ（南大沢キャンパス）ではエキゾチックアニマル

の飼育が始まり、学生が飼育実習を行った。これは、愛玩動物看護師養成必要科目の愛護・適正飼養学に即し

たもので、今後、コンパニオンアニマルが犬や猫以外にも増えていくであろうことを見据え、愛玩動物看護師

の更なる業務拡張に対応するものである。 
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令和６年 8 月に、「６初教課第２４号_学校における動物の飼育について（依頼）_文部科学省初等中等教育

局」より文書の発出があり、初等中等教育において、哺乳類、鳥類、爬虫類等を飼育する場合には、日頃から

獣医師や愛玩動物看護師等十分な知識・経験を有する者の指導の下に飼育を行うことができるように努めるこ

とを周知する旨の通知があった。これに基づき、エキゾチックアニマルの飼養に加えスクールドッグの飼養を

開始した。ドッグコミュニケーションラウンジを整備し、スクールドッグの飼養施設とラウンジを併設し、ス

クールドッグの飼養実習を実施するともに、学生が日常的にスクールドッグに触れ合う空間を整備した。日本

の大学では初の試みと考えている。飼養を開始したスクールドッグには初期のトレーニングが必要となるため、

大学の教授を中心にスクールドッグ準備委員会を立ち上げ、トレーニングを実施した。 

令和７年度には、大学の学生のみならず、姉妹校となる、専門職短期大学、専門学校の学生を含め、輪番制

で飼養実習を行った。昨今の住宅事情や、家族の中に動物アレルギーを有する者がいる等で、学生本人は動物

好きにも関わらず、家庭での動物飼養の経験のない学生もおり、本実習は直接愛玩動物に関われる生きた教育

として、非常に好評を得ている。 

また、第２期中長期計画が本年度をもって満了することを受け、本学園では新たに５か年計画を策定した。

本計画には、新校舎の建設計画をはじめとする将来展望が盛り込まれており、学園の更なる発展に向けた指針

となるものである。 

加えて、愛玩動物を取り巻く環境においては、飼養される動物の多様化とともにその頭数も増加しており、

また、初等・中等教育の現場においても、学校飼育動物の適正な飼養管理が求められており、このような状況

を背景として、愛玩動物看護師の活躍の場は着実に拡大している。 

今後も社会情勢の変化に即応しながら教育内容の不断の見直し・充実を図り、動物看護教育のパイオニアと

して実践的かつ質の高い教育を展開していく必要がある。そのうえで、より広範かつ専門性の高い知識を備え

た人材を社会へ送り出すことに貢献していく。 

引き続き、学園全体が一体となって教育の質的向上と発展に努め、社会貢献に寄与すべく邁進する。 
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Ⅱ 法人の概要 

１法人の概要  

 

 （１）法人の名称  

    学校法人ヤマザキ学園  

 

 （２）所在地  

①  渋谷キャンパス１号館  

  東京都渋谷区松濤２－３－１０  

②  渋谷キャンパス２号館  

  東京都渋谷区松濤２－１６－５  

③  南大沢キャンパス  

  東京都八王子市南大沢４－７－２  

 

２  設置する学校の入学定員・収容定員  

令和７年度の入学定員及び収容定員は下記の通りである。  

（１）ヤマザキ動物看護大学大学院  

研究科  入学定員  収容定員  

動物看護学研究科  

動物看護学専攻（修士課程）  
５  １０  

 

（２）ヤマザキ動物看護大学  

学部等  入学定員  収容定員  

動物看護学部  動物看護学科  １１３  ４３９  

動物看護学部  動物人間関係学科  ８０  ３２０  

 

（３）ヤマザキ動物看護専門職短期大学  

学  科  入学定員  収容定員  

動物トータルケア学科  ８０  ２４０  

専攻科  入学定員  収容定員  

動物トータルケア看護学専攻  １０  １０  
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（４）ヤマザキ動物専門学校  

学  科  入学定員  収容定員  

愛玩動物看護学科  １２０  ３２０  

 
 

３  令和7年度の授業料等について  

（１）ヤマザキ動物看護大学大学院  

研究科・専攻  入学検定料  入学金  

動物看護学研究科  

動物看護学専攻修士課程  
30,000円  150,000円  

※学校法人ヤマザキ学園卒業生は入学金免除  

  

学費（１、２年次共通）                  （年額）  

研究科・専攻  
授業料  

（実験演習費含む）  
施設設備費  

動物看護学研究科  

動物看護学専攻修士課程  
800,000円  150,000円  

 

（２）ヤマザキ動物看護大学  

学  科  名  入学検定料  入学金  

動物看護学科、動物人間関

係学科  共通  
30,000円  250,000円  

※大学入学共通テストの検定料は15,000円   

 

  学費（１～４年次共通）                 （年額）  

学  科  名  授業料  実習費  施設費  

動物看護学科、動物人間

関係学科  共通  
900,000円  250,000円  300,000円  
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（３）ヤマザキ動物看護専門職短期大学  

学  科  名  入学検定料  入学金  

動物トータルケア学科  25,000円  250,000円  

※２回目以降の入学検定料は20,000円   

 

  学費（１、２、３年次共通）               （年額）  

学  科  名  授業料  実習費  施設費  

動物トータルケア学科  700,000円  300,000円  280,000円  

 

専  攻  科  名  入学検定料  入学金  

動物トータルケア看護学専攻  25,000円  250,000円  

 

学費                          （年額）  

専  攻  科  名  授業料  施設費  

動物トータルケア看護学専攻  600,000円  200,000円  

 

（４）ヤマザキ動物専門学校  

学  科  名  入学検定料  入学金  

愛玩動物看護学科  20,000円  200,000円  

学費                          （年額）  

 

 

 

 

 

 

 

学  科  名  授業料  施設費  

愛玩動物看護学科  850,000円  280,000円  
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４  理事・監事・評議員数  

理事・監事・評議員  現員数  

役員  
理事  ９  

監事  ２  

評議員  １５  

 

理事・監事 氏名  評議員 氏名 

理事（理事長・学長）  

理事（学長・常務理事）  

理事（常務理事）  

理事  

理事  

理事  

理事  

理事  

理事  

監事  

監事 

山﨑  薫  

山川伊津子  

横塚厚司  

山北宣久  

齊藤公紀  

村松寿満子  

野生司義光  

新沼廣幸  

平岩正史  

玉木祥夫  

矢島隆志 

 評議員  

評議員  

評議員  

評議員  

評議員  

評議員  

評議員  

評議員  

評議員  

評議員  

評議員  

評議員  

評議員  

評議員  

評議員  

井上留美  

佐藤恵子  

安岡治子  

武岡玲奈  

吉田雅子  

有谷恵美  

髙橋宏子  

早川明子  

五十嵐知佐  

佐藤由香里  

藤原勝彦  

大澤忠廣  

日比谷武  

尾方英治  

小宮万里子  

 
 

Ⅲ 管理運営に係る課題と事業の基本的な視点 

本学園は、令和 9年（２０２７年）１２月に創立６０周年を迎える。 

創立以来、建学の精神と教育理念に基づき、教育研究の充実と社会貢献、ヒトと動物の共生社会

の構築への貢献に努めている。中期計画については令和７年に最終年を迎えたため、過去３年で

実施された計画を総括し、次の期に向けての新たな取り組みを立案した。 

また、私立学校法が、令和 5 年に大きく改正され、令和 7 年 4 月から施行された。本改正は、

平成 26年以来およそ 10 年ぶりとなる抜本的な制度見直しであり、私立学校を取り巻く社会的要

請の高まりを背景に、学校法人のガバナンス強化と運営の透明性向上を主な目的としている。 

本学園においても、理事会・監事・評議員会の権限や役割をより明確化し、相互チェック機能
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を強化するとともに、役員の選解任手続や構成に関する規律を見直し、寄附行為の改正を実施し

た。 

令和 7 年度は上記のような改正を実施し、翌年度に向けて以下の事業を重点施策として計画し、

事業活動を実施した。 

 

１ 組織体制の整備 

 （１）理事・監事の選任・機関設計 

・理事は、評議員会を「理事選任機関」に位置付けて選任する 

・理事定数は 7 名以上 9名以内とする 

・理事と評議員の兼職は禁止（評議員理事は廃止） 

・監事は評議員会の決議により選任する 

（２）理事会の位置付け・運営 

・理事会は学校法人の業務執行機関として位置付ける 

・代表業務執行理事及び業務執行理事は、寄附行為に基づき理事会が選定する 

（３）評議員の基本要件 

・評議員定数は 10 名以上 15 名以内とする 

・職員である評議員は総数の 3 分の 1 以下とする 

・子法人関係者は総数の 6 分の 1 以下とする 

・評議員相互に特別利害関係を有しないこと 

 （４）内部統制に関する組織体制 

令和 7（2025）年 4 月 1日より施行された私学法は「執行と監視・監督の役割の明確化・分

離」の考え方から、理事・理事会、監事及び評議員・評議員会の権限分配を整理し、私立学校

の特性に応じた形で「建設的な協働と相互けん制」を確立したものである。 

      本学園においても内部統制システム整備に係る基本方針を定めたものの、現段階では必ず

しも十分な運用に至っていない。 

このため、初年度においては以下の事項に重点的に取り組み、今後、検証及び見直しを進

めていく予定である。 

① 経営に関する管理体制 

    ア. 理事会は、定時及び必要に応じて開催し、法令及び寄附行為に基づき、評議員会の

意見を聴いた上で、重要事項の審議・決定及び理事の職務執行の監督を行う。 

② リスク管理に関する体制 

    ア. リスク管理に係る体制を整備し、役割・権限、評価方法及び対応方法を明確化する。 

    イ. 事業活動に係るリスクは、法令及び本法人の規程に基づき、各職務執行部署が自律

的に管理する。 

    ウ. 災害、事故その他の緊急時に備え、対応体制及び情報連絡体制を整備するとともに、

継続的な教育及び定期的な訓練を実施する。 

③ コンプライアンスに関する管理体制 

ア. 匿名による相談・通報が可能な窓口を設け、不正の未然防止及び迅速な調査・是正

を図る体制を整備する。 

また、通報又は相談を理由とする不利益取扱いは行わない。 
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④ 監査環境の整備 

   ア. 監事は、「監事監査規程」に基づき、公正な立場で監査を実施する。 

  イ. 監事は、重要会議への出席、重要書類の閲覧等を通じ、理事等の職務執行の適法性及

び妥当性について監査を行う。 

   ウ. 監事は、内部統制システムの整備に関する理事会の決定の適正性について監査を行う。 

 

２ 課題と事業計画 

少子高齢化の進行、ペットの家族化（コンパニオンアニマル化）、動物医療の高度化、動物福祉・

倫理意識の高まり、災害時における動物支援の重要性の増大など、人と動物を取り巻く環境の変

化は、パラダイムシフトと言っても過言ではない状況にある。このような状況下において、本学

園の課題と事業計画を以下の通り整理する。 

① 人と動物のより良い共生社会を支える高度専門職人材の育成拠点として、「現場で本当に使

える力」、すなわちエキスパートを育成する教育を徹底する。 

② 教育×動物医療の現場×社会との連携を強化する。具体的には、動物病院・企業・自治体と

の連携、臨床・福祉領域への展開（災害時の動物支援・保護活動等）を通じ、地域社会への貢

献を目指すことで、「教育機関でありながら“社会インフラ”として機能する学園」を目指す。 

③ 国際化及び新領域への展開として、海外教育機関との連携や学生の海外派遣等を通じグロー

バルに活躍できる専門職人材を育成するとともに、One Health（人・動物・環境の健康）の

実現を牽引する。 

④ 持続的な成長を支える経営基盤を強化するため、少子化時代におけるブランディングの推進

（動物看護教育のトップランナーとしてのブランド確立）、IR（Institutional Research）による 

意思決定の迅速化・高度化、並びに教職協働による組織運営の強化を図る。 

 ⑤ 渋谷キャンパスに建物を新設（2 号館裏に C 棟を建築）し、飼育・グルーミング教育の充

実を実現する。 

⑥ 広く全国の動物看護に関心を有する者（社会人を含む）を対象に、教育機会の提供と充実

を図るため、通信教育課程の設置や大学院博士課程、動物看護研究所の設置も視野に入れた

取組に着手する。 

動物看護教育分野におけるパイオニアであるヤマザキ学園は、国内トップクラスの拠点として、

教育・研究・社会貢献が一体となった「動物医療・福祉の総合拠点」を目指す。 
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３ 各設置学校の事業展開  

（１）ヤマザキ動物看護大学・大学院部門 

①学生の受け入れ 

ア.入学者の受け入れ方針と方法 

学部では、今年度も引き続きアドミッション・ポリシー（入学者受入方針） に基づき、建学の

精神及び教育理念に共感し、動物に深い理解と愛情を持ち、人と動物の豊かな共生を目指す者を

受け入れた。動物看護学科は動物看護学、動物人間関係学科は動物人間関係学に興味を持

ち、教育研究に必要な基礎学力を有し、社会の一員として国際的な視野に立ち、コミュ

ニケーションを大切に、自ら学び、解決策を見出すための努力ができる者を受け入れた。

受け入れ方法としては、アドミッション・ポリシーに対応した評価を各選抜区分（総合

型選抜試験、学校推薦型選抜試験、一般選抜試験、大学入学共通テスト利用型選抜試験、

社会人選抜試験）において実施した。 

大学院ではアドミッション・ポリシー（入学者受入方針）に基づき、動物愛護の精神に則

り、本学の建学の精神及び教育理念に共感する者、動物看護学・動物人間関係学・ヒトと

動物の共生社会における公衆衛生学に興味・関心があり、各分野に貢献、教育・研究・発展に意欲

を有する者を受け入れた。この他にも動物看護学、動物人間関係学の基礎知識を有する者また

は研究 テーマに沿った基礎知識を有する者も受け入れた。受け入れ方法としては、アドミ

ッション・ポリシーに対応した評価を入学試験において実施した。 

 

イ. 学修支援 

入学予定者を対象として、専任教員が推薦する課題図書の読書感想文の提出を求め、入

学前から、学ぶ目的・意識を高め、動物看護学への理解の深化を促進した。また、入学後

は専任教員で構成するリメディアル部会が、英語、数理計算、化学、生物学、国語技法な

どのｅ-ラーニングプログラムを使用し、支援が必要な学生に対してトレーニングを実施し

た。 

併せて、愛玩動物看護師国家試験の合格率向上のため、国家試験に関する情報提供、試

験対策を目的とした模擬試験の実施、個別相談等を行った。 

この結果、第４回愛玩動物看護師国家試験については、合格率８７．７％であった。 

この他、学修支援の効果を上げるため、年度始めには、クラスアドバイザー（CA）やア

シスタントアドバイザー（AA）（以下、「CA、AA」と表記）が学生個々の面談を行い、各

期の GPA が 1.0 未満の学生に対しては、CA・AA・本人及び必要に応じて保護者同席の上、

現状の単位修得状況の確認を行い、今後どのように履修をしていけば良いのか等の履修指

導・学生生活指導を行った。さらに、精神的及び身体的不調による成績不振、修学意欲喪

失の学生については、学生相談室及び医務室とも連携し、修学意欲及び心身の健康の維持・

向上に努めた。 
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ウ．特待生制度・奨学金制度・教育支援金制度 

本学では、教育・学生生活を支援するため、本学独自の特待生制度（入学時）及び山﨑

良壽記念奨学金制度を設けており、令和６年４月入学者において特に優秀な学生（１５人）

及び各学年主任から推薦された学業成績が優秀な学生（９人）に対し、奨学金を支給した。 

 

エ．キャリア支援 

令和７年度（１３期生の卒業年度）においても、就職委員会、キャリア支援センター、CA、

AA 及び卒業論文担当教員の４者が連携して就職支援策を推進し、実績拡大に努めた。本学は

動物看護学科及び動物人間関係学科の２ 学科に分かれるものの、ほぼ全ての学生が動物看護

師や動物関連の仕事を希望するという明確な人生の設計図（キャリアデザイン）を持ってい

る。そのため、早期から健全な勤労観、職業観、動物愛護精神と、自立して生きる力を養うことが重

要であるとの認識のもと、学生に対して職業指導（キャリアガイダンス）を行ってきた。入学

から卒業までの４年間を通じ、１～４年次では「アッセンブリーアワー」内での講義、２年次後

期では「キャリアマネジメント」の講義をそれぞれ開講し、学生のキャリア形成意識向上に大いに貢

献した。３年次では「動物病院実習」を行っている。 

更に３・４年次には授業の「インターンシップ」のほか、動物病院・企業説明会、就職セミナー、

筆記試験対策等を実施した。 

特に、３年次から４年次では教職員が一体となって、学生が志望する職種に就職でき

るよう、求人情報（学外からもOneDrive求人検索も可能）を提供し、就職相談、模擬面

接、提出書類（エントリーシート、履歴書）の相談から添削まできめ細かく指導した。近年、

学生の就職希望先が、動物病院から動物関連企業全般にまで広がりをみせていることか

ら、動物関連企業等の新規就職先の開拓に努めてきた。 

また、人事担当者による講演、八王子新卒応援ハローワーク、東京しごとセンター多

摩、獣医師会や日本動物病院協会（JAHA）との連携が進められている。その結果、令和7年度

は、前述の諸政策を通して令和８年３月３１日現在における学生の就職内定率は９８．５％

であり、前年と同様に高い内定率で推移している。内訳は動物関連産業８５．４％、一般企

業が１４．６％と卒業生の活躍する場が時代と共に幅広く変化してきている。 

 

オ．学生サービス 

令和７年度も、学生委員会、CA、AA が中心となって学生支援に対応し、学生の個別面

談により学生生活指導を行い、学生の心身の健康及び安全の維持・向上に努めた。 

また、全学生で構成される学生自治組織である学友会が毎年行っている「七夕企画」で

学生要望を大学側に提出してもらい、要望の把握、対応の検討に努めた。 

併せて、学生の心身の健康を保持するため、学生相談室のカウンセラー（臨床心理士・

公認心理師）・医務室の看護師及び学校医（精神科医）と緊密に連携し、特別な配慮が必要

な学生については、これらに加え、教務委員会とも連携して対応し、所要の対策を講じた。 
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カ．学修環境の整備 

より良い教育・研究活動を推進するための更なる環境整備を行い、施設設備等の不具

合が生じた場合は、法人本部管理部と連携し、学生の教育環境に影響がないよう適宜対応

した。令和 7年度においても引き続き、教室・実習室の音響システム更新を行った。また、大

学構内無線LAN環境整備計画により、まずは大講義室及び中講義室への無線LANアクセスポイン

ト設置工事を実施した。 

 

② 教育課程 

ア．カリキュラム・ポリシー(教育課程編成・実施の方針)と、ディプロマ・ポリシー(卒業

認定及び学士の学位授与に関する方針)に沿った教育課程 

動物看護学科、動物人間関係学科において、動物愛護の精神に則り、人と動物との共生

思想と倫理観を身につけるため、教養教育及び専門教育課程を編成して教育した。 

また、２学科の特徴を活かした学修により、基本的理論・技術を修得し、教育目標であ

る「生命を尊重する倫理観」及び「幅広い視野と問題解決能力」を身につけ、人と動物の

架け橋として社会に貢献できる学生に対して、学士（動物看護学）を授与した。 

大学院では、動物看護学及び動物人間関係学に必要とされる専門的な知識を学修する基

礎科目と専門科目を動物看護学領域と動物人間関係学領域に分けて配置し、教育をすると

ともに、２領域における課題解決のための能力を身に付け、専門的な研究を通して両分野

に関する指導力を身に付けた学生に対して、修士（動物看護学）を授与した。 

 

イ．学修成果の点検・評価 

学生の GPA(Grade Point Average)を教員に周知し、学修支援に活用を促すと共に、GPA 

が極めて低い学生については本人、CA、AA、保護者による面談を行い、原因の把握や学修

意欲の改善に努めた。また、学生による授業評価アンケートを実施し、評価結果を各教員

にフィードバックして授業の改善に役立てると共に、全体の集計結果を大学ホームページ

に公表することにより授業の更なる充実を促した。 

 

③ FD・SD 

教育技術の向上や知見の拡充及び大学運営に関する専門的知識・技術の向上を目的に、FD

と SD に取り組んでいる。令和７年度は 、喫緊の課題への対応として、FD・SD それぞれの

研修会を以下のテーマにより実施した。 

FD 研修会 第 1 回「若年層の性暴力被害予防の取り組みについて」 

SD 研修会 第１回「第４期機関別認証評価システムについて～主な変更点を中心に～」 

 

④ 研究支援 

令和７年度も引き続き、文部科学省科学研究費補助金を始めとする、外部競争的資金を含

めた各種研究費の積極的な獲得を促した。外部機関の公募による研究費についての案内があ

った場合は、教員に周知するとともに学校単位での申し込みの場合には、事務局で取りまと
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めて申し込みを行っている。 

この他、週間に研究日を設けることにより、研究に専念できる環境を整備していることに

加え、研究費の適切な執行、報告の適正化のため、資料による周知や研究者からの相談に供

している。また、専任教員及び助手に個人研究費を支給することにより研究を支援するとと

もに、その研究計画書及び研究成果の報告、年 4 回の啓発活動を通じて、研究費執行の適正

化及びその環境づくりに努めた。 

 

⑤ 広報活動の強化 

前年度に引き続き、これまで本学が実施してきた各高等学校の進路指導状況の調査分析、 

受験生の進学志向の変化、社会状況、志願方法、入学者の就学状況等を総合的に検討しなが

ら広報活動を行った。近年連続して動物看護系の学科が他大学に新設されたことも踏まえ、

昨年同様、受験生に直接対面で本学の説明を行うこととした結果、会場ガイダンス及び高校

内ガイダンスに年間で２３２件に参加した。さらに、来場型オープンキャンパスの実施計画

ならびに WEB オープンキャンパスの内容の充実について、学生募集部会において企画・検

討し、年間を通じて予定どおり実施することができた。また、一都三県以外の静岡、山梨、

長野、群馬、栃木、茨城等の各県で開催された進学ガイダンスへの参加、当該地域での高校

訪問を積極的に行った。 

このような教職員一体となっての取り組みの結果、令和 8 年度入学者についても入学定員

を充足することができた。 

大学院の令和 8 年度入学者学生募集では、他大学及び本学教員関係者への大学院案内・学

生募集要項送付、教職員による他大学個別訪問、学内説明会ならびに専門職短期大学専攻科

生対象説明会を実施し、学部生１名、卒業生社会人１名、外部社会人 1 名の合計２名が入学

したものの、入学定員の５名を充足させることができなかった。 

これは学部生を大学院に進学させるという強い共通認識を学内で共有し、一体となって取

り組むことができなかったことが最も大きな要因であり、反省点として挙げられる。また、

令和 6 年度に完成年度を迎えた動物人間関係学科は卒業論文が選択であり、令和 6 年度は選

択者が全体の２７％(２０名) 、令和７年度も選択者が全体の２８％(２６名)と少数であった

ことも、大学院への進学率低下の要因の一つと推測される。 

 

ア．安定的な入学者の確保 

上述の学生募集活動の結果、学部入学定員１９３名に対し、入学者数は２２１名となっ

た。学科別では、動物看護学科が入学定員１１３名に対し入学者１２８名、動物人間関係

学科が入学定員８０名に対し入学者が９３名であった。 

なお、近年の入学者数は、令和４年度２３５名、令和５年度２５２名、令和 6年度 

２６０名、令和 7 年度２３４名と、定員を上回る入学者を継続して確保している。 

大学院については、令和 8 年度入学定員５名に対し、志願者・入学者、共に２名という

結果となった。 

 

イ．令和 8 年度入学者の学生募集 

年間で、終日開催の来場型オープンキャンパスを９日程実施し、令和 8 年度入学対象者

の参加者数は延べ６１０名（前年度７２１名）であった。また、WEB オープンキャンパス
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については、３４６名（前年度４３９名）よりコンテンツ視聴後のフィードバックアンケ

ートを受領した。 

また、特待生制度を最大限活用し、入学者の早期確保に努めた。 

大学院の令和 8 年度入学者募集活動は、他大学及び本学教員関係者への大学院案内・学

生募集要項送付、教職員による他大学への個別訪問、学内説明会並びに専門職短期大学専

攻科生対象説明会を実施した。なお、学内説明会の延べ参加人数は２１５名であった。 

令和 8 年度（令和 9 年度入学者募集活動）は、引き続きこれまでの広報を継続していく

と共に、大学院への進学については、学部３年生を対象に早期からの広報、大学卒業生へ

のアプローチ、専門職短期大学専攻科生への指導教員と一体となった募集活動ならびに学

外からの入学者獲得のための広報強化を図り、入学定員の充足及びさらなる志願者数獲得

を目指して学生募集活動に取り組む。 

 

⑥ 退学者の低減への取組 

入学者の修学動機付けの強化、CA や AA による学生相談など、きめ細やかな対応を行って

いる他、カウンセラー（臨床心理士・公認心理士）、看護師、学校医及び事務局で連携し、学

生の退学者低減に努めた。 

令和７年度においては、学生総数が増加した一方で、全学生に占める退学者の割合が減少

した。 

 

⑦ 自己点検評価 

大学の目標を達成する最も重要な項目である教育・研究、人事・財務・運営などについて

自己点検・評価を毎年行っている。令和７年度においても、前年度評価を踏まえ、必要に応

じて改善に活用するとともに、自己点検評価報告書を学外に公開した。 

教学においては自律的な改善・発展と、教育研究活動などの質の保証を目指して検討して

きた各種委員会での検討・協議事項をまとめ、これを公表した。 

 

⑧ 地域連携等 

本学が加盟している大学コンソーシアム八王子（加盟２５大学で組織する大学連携部会）

における連携をはじめ、令和 7 年度に様々な地域連携・社会貢献を行った。主な取り組みは

以下のとおりである。 

● 大学コンソーシアム八王子単位互換協定校との単位互換等、学生に対する学修環境の

充実と共に、八王子地域における大学間連携の更なる進展を図った。 

● 加盟の大学・短大・高専の教員が、子どもの学ぶことへの関心・意欲を高めることを

目的とする「夏休み子どもいちょう塾２０２５」では、本学の教員が地域の小学生児童

を対象とした特別講座「ほねほね教室～タイのタイを取り出してみよう！～」を開講し

夏季休暇中の児童の学習意欲の維持・向上や、休暇中の課題作成に貢献した。 

● 八王子市在住の小学５・６年生を対象に「子ども体験塾」を実施し、４２組８７名の

小学生及び保護者に本学教員による動物看護実習体験・グルーミング体験等を提供した。 

● 令和６年６月八王子市との間で、被災動物の一時保護や飼育管理等について協力を行

うため「災害時における愛玩動物支援活動に関する協定」を締結し、令和７年１１月８
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日（土）には、八王子市の啓発イベント「八王子市・南大沢地域防災組合共同による避

難訓練」が実施され、本学教員が同行避難訓練について講演も行った。愛玩動物同行避

難防災を具現化し併せて市民を対象とする災害時における緊急避難の講演を引き続き開

催して、愛玩動物を飼育している家庭の防災避難など、地域における防災意識の啓発や、

行政との意見交換・提言などを通じて、大学の研究分野を活かした特色のある地域貢献

を更に推進した。 

更には、所在する三井アウトレットパーク多摩南大沢等が関わる「元気な街南大沢の会」

等民間主導の取り組みにも、本学の研究分野の特色を活かした協力を進めることにより、地

域において必要とされる大学としての認知度を向上させた。 

特に、八王子学生委員会による学生天国、八王子学園都市推進会議主催のビッグウエスト

学生フェスティバル等の企画に参画し、八王子地域の他大学等の学生や市民と交流を深めた。 

● 令和 7 年１２月 6 日（土）～１２月 7 日（日）には、大学コンソーシアム八王子の学

生発表会において、令和７年度ポスター発表で最優秀賞、優秀賞とダブル受賞した。 

● 令和４年度から立川女子高等学校への授業体験「Sプロジェクト」に協力している。令

和 7 年度は、動物看護に関心のある高校生を中心に、本学教員による授業を 3 日程実施

し、２８名の生徒が聴講した。 

● クラーク記念国際高等学校高大連携事業において、動物看護などの専門分野の教員が

8 月から１０月まで約８回講義を行い、各回４０名を超える高校生が参加した。最終授

業では、参加した高校生が受講した講義の内容について、オンラインで本学の教職員に

研究発表を行った。 

● この他、社会貢献の一環として「2025 動物感謝デー in JAPAN “World Veterinary 

Day”」に大学を含む学園として出展し、動物看護体験やグルーミング体験、ペット健康

診断、子どもに動物看護師の衣装を着せる「なりきり動物看護師」など、イベントの盛

会に貢献した。 
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（２）ヤマザキ動物看護専門職短期大学部門 

① 学生の受入 

ア．入学者の受入方針と方法 

アドミッション・ポリシーに基づき、建学の精神及び教育理念に共感し、人と動物の架

け橋になる者を受け入れた。選抜方法は、一般選抜試験、総合型選抜試験、学校推薦型選

抜試験（指定校制・公募制）、社会人選抜試験による。 

入学前教育として全入学予定者を対象に、入学後に必要となる学力を事前に身に付け、

動物看護学の学修が円滑に進むよう、基礎的な学力の確認と復習を中心に生物、化学、計

算、イヌの品種の問題を課し、formsを通じて解答を集めた。問題は繰り返し学習すること

が可能で、それにより個々の弱点を理解できることから、入学前教育の結果を踏まえ、１

年次の継続的な学習指導を計画している。 

 

イ．学修支援 

４０人以下の少人数教育を基本として、学生の学修レベルに応じたきめ細やかな教育を

行った。クラスアドバイザー（CA）、アシスタントアドバイザー（AA）が担当クラスの学

生にきめ細かく指導した。本学の教育目的の達成状況の評価の指標として、愛玩動物看護

師の資格取得は学生の質的保障である。国家試験の合格率確保に向けた学生支援や、学生

主体で構成される試験対策委員会が実施する模擬試験及び講習会をバックアップする体制

を強化した。課外の学修支援としては、各教員がオフィスアワーの時間を設けて、学生の

教育・学生生活の相談に対応した。 

 

ウ．特待生制度・奨学金制度 

教育・学生生活のサポートとして独自の特待生制度及び山﨑良壽記念奨学金制度を設け、

対象者に給付している。令和 7 年度の実績は計 3名であった。 

     

エ．キャリア支援 

本学は動物トータルケア学科の１学科編成であり、早期から健全な勤労観、職業観、動

物愛護精神、自立して生きる力を養うことが重要であるという認識のもと職業指導（キャ

リアガイダンス）を行った。必修授業のアッセンブリーアワーでは、キャリア教育アワー

とし、1 年次には「低学年から始める自己分析と学生生活の過ごし方」、2 年次には「採用

スケジュール、仕事選びの要素、自己分析、自己 PR、インターンシップ方法、履歴書・エ

ントリーシート（ES）の記入方法、面接の指導等」を実施した。さらに、2 年次前期には

「キャリアマネジメント」を開講し、キャリア開発に関する意識を高めた。また、動物関

連企業や動物病院の採用担当者を招き、1 年次から 3 年次までの全学年を対象とした企業

研究合同説明会を定期的に行った。２年次後期から３年次では、就職委員会、キャリア支

援センター、クラスアドバイザー（CA）３者が連携し、学生が志望する職種へ就職できる

よう情報共有の上、就職相談、履歴書添削、模擬面接においてきめ細やかな指導を行い、

令和 8 年４月現在における学生の就職率は９８．９％であり、内訳は動物病院７４．８％、

動物関連企業１９．５％、一般企業５．７％である。愛玩動物看護師が国試化されたこと

で国家資格を取得し動物病院への就職を志望する学生が多かったが、令和７年度は愛玩動
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物看護師資格を動物関連企業で活かしたいと希望する学生が増加した。また、就職者のう

ち、27.6％が臨地実務実習先への就職者となった。キャリア支援においては授業で広く周

知徹底を図るとともに個別でも対応することで学生に寄り添う就職支援に努めた。 

     

   オ．学生サービス 

学生の生活上の問題については CA、AA が中心となって個人相談に応じ、助言を行って

いる。令和 7 年 5 月から 1 号館保健室に看護師を常時配置し、2 号館保健室と兼任で渋谷

校舎の学生の健康管理を担当する体制を整えた。また、学生相談室（1 号館 1階）で学生の

相談・指導に当たるカウンセラー（臨床心理士・公認心理士）の勤務日も同年 5 月から月

2 日を週２日に大幅に増やし、学生の健康に配慮し、心身両面の悩みに寄り添う専門体制

を充実させた。 

また、渋谷 1、2 号館で週１回、昼休みに調理パンや焼き菓子の販売を開始したほか、1

号館９階ラウンジの自動販売機によるパン・菓子の販売のサービス内容を充実させ、昼食

の選択肢を拡げるよう努めた。9階には冷温ウオーターサーバーも新たに設置した。 

  

カ．学修環境の整備 

令和 8 年 2 月から 1 号館９階などの wi-fi 機器を増設し、ほぼ全館を対応範囲としたほ

か、1 号館 1 階エントランスにデジタルサイネージ掲示板を設置し、授業・試験や学内外

の各種イベント等の情報の提供を始めた。 

また、愛玩動物看護師国家試験の直前対策の一環として、令和５年 2 月から学生に自習

専用の教室を開放している。自主学習に取り組むと同時に、必要に応じて教員から個別に

指導を受けられる環境を続けている。 

その他、施設設備等の不具合が生じる場合は、法人本部管理部との連携により、学生の

教育環境に影響がないよう適宜対応している。 

 

② 教育課程 

ア．カリキュラム・ポリシーとディプロマ・ポリシーに沿った教育課程  

動物愛護の精神に則り、人と動物の共生の思想と倫理観を身に付け、以下のような教養

教育及び職業専門教育を編成し実施した。 

本学のカリキュラム・ポリシーは、以下の通りとする。 

・基礎科目では、人と動物の共生に求められる豊かな人間性と幅広い視野を 

身に付け、生涯にわたり自らの資質を向上させ、社会的及び職業的自立 

を図るために必要な能力を養う。 

・職業専門科目では、愛玩動物看護師に必要とされる理論的、実践的な能力を 

養う。 

・展開科目では、関連する他分野において愛玩動物看護師として創造的な役割を 

果たすために必要な応用的能力を養う。 

・総合科目では、修得した知識・技術等を総合し、愛玩動物看護師として課題解決力・ 

創造力を養う。 

以上の課程の修得により、課題解決能力等の涵養及び社会人としての基礎力の構築に努
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めた。 

さらに卒業までに所定の単位を取得し、本学科の養成する人材像の実現に必要な知識、

技術を修得した者に、卒業を認定し、動物看護短期大学士（専門職）の学位を授与した。 

本学のディプロマ・ポリシーは以下の通りである。 

・動物看護に必要な倫理観を有し、基礎的な知識と技術を身に付けている。 

・動物の訪問看護に必要な使命感を有し、応用的能力を備え、専門知識と 

技術を身に付けている。 

・動物の在宅ケアに必要な使命感を有し、応用的能力を備え、専門知識と 

技術を身に付けている。 

・動物看護の素養を備え、幅広い視野を有し、動物関連産業の発展に向けて 

積極的に寄与する意欲を身に付けている。 

また、教育課程の充実のため、教育課程連携協議会を開催し、同協議会において聴取

した意見を教務委員会で検討の上、教授会の意見を聴いて、学長が教育課程に反映した。 

 

イ．臨地実務実習 

本学の教育研究の目的は、人とコンパニオンアニマル（愛玩動物）との関係に求められ

る豊かな人間性と幅広い視野を備え、動物看護に関わる基本的な理論・技術を身に付け、

実践的かつ応用的能力を有する動物看護師を養成する職業教育を行うことである。そのた

めに、４５０時間にも及ぶ臨地実務実習において産業界と連携し、トータルケアのできる

動物看護師として飼い主と産業界を繋ぐ実務能力を養成する。実習前の事前授業や実習後

の事後授業において、実習に対する準備や振り返りを十分に実施した。さらに臨地実務実

習等を通じて就業意識を高め、実習後の学修意欲の向上を図り、職業選択における自らの

適性理解を促し、就職先での定着率を高めるための職業教育を行った。また、これらの教

育の質を高めるために実習指導者の質的な向上を図った。 

 

ウ．学修成果の点検評価 

学生の学修意欲並びに潜在能力を向上させるための成績評価として、GPA（Grade Point 

Average）制度を実施している。学生の成績評価法として、授業科目ごとの成績評価を５段

階（S、A、B、C、D）で評価し、それぞれにポイントを付与した。GPA が基準に満たない

学生については科目担当教員による学修指導やクラスのアドバイザーによる面談を実施し

た。加えて、学修成果を上げるため、各学期の授業終了時に学生に対して「授業評価アン

ケート」を実施し、学生の理解度の把握や教員の教授法向上に役立てた。 

 

エ．教育課程連携協議会 

本学では、教育課程連携協議会を本年度は令和 7年 2月に開催し、「本学の教育課程の課

題」、「専門職短期大学としての国家資格と就職体制の強化」、「動物関連業界における高齢

動物のケアに対する意識の変化」について審議した。 

教育課程連携協議会の意見を勘案し、聴取した意見を教務委員会で検討したのち、教授

会の意見を踏まえ、動物看護師国家資格の受験資格を得るべく、新たなカリキュラムの構

築や教育課程への反映を、学長の下で行っている。 
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③ FD・SD 

教育研究目標を達成し、教育の質の維持と向上を図るために、教員の教育力向上及び職員

の能力・資質向上に努めた。また、その手段として、FD・SD 委員会において、全学的な取

組として授業の内容及び教育方法に係る改善を総合的に図る。 

 

④ 研究支援 

教職員の研究倫理に対する理解を深めるため、研究倫理教育の e-ラーニング化を推進した。

Aprin(エイプリン)を導入以後、受講履歴の正確な把握に努めた。 

「ヤマザキ動物看護専門職短期大学研究費規程」に則り、専任教員及び助手には個人研究

費が支給されるが、使用にあたっては、事前に学長に「研究計画書」を申請することとなっ

ている。理事長に承認された令和７年度の研究計画書は１５件となり、全て実施され「研究

費及び研究成果報告書」が提出された。 

 

⑤ 広報活動の強化 

専門職短期大学の認知度向上のため、高等学校教員、保護者、受験生に対する広報活動に

注力し、入試広報部を中心として、専門職短期大学の特徴や、ヤマザキ動物看護大学及びヤ

マザキ動物専門学校との違いを明確に打ち出した。また、１８歳人口の減少に対応すべく、

社会人に向けたリカレント教育に関する広報活動に取り組み、高校既卒入学生の確保に努め

た。 

ホームページの定期更新、高等学校の進路指導状況の調査分析、受験生の進学志向の変化、

競合他大学等の分析、志願方法、入学試験の実施方法及びオープンキャンパスの内容などを

総合的に検証し、効果的な広報活動を実施した。 

  

ア．安定的な入学者の確保 

入学者やオープンキャンパス参加者の多い、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城

県、栃木県、群馬県を主な学生募集対象地域とし、特に同分野競合大学等が立地する東京

都、神奈川県、千葉県において高等学校との関係性を強化するため、積極的に進路ガイダ

ンスに参加し、進路指導の状況把握に努めた。また、月に１回以上オープンキャンパスや

説明会を開催（オンラインを含む）することで来校者の増加に努め、入学後のミスマッチ

を防ぐために、本学の教育内容を正しく伝えた。 

 

イ．令和 7 年度学生募集 

令和 7 年度学生募集でも特待生制度及び奨学金制度を最大限活用すると共に、オープン

キャンパス及び学校説明会等（オンライン開催を含む）には教員が積極的に参画して本学

の教育研究についての丁寧な説明と相談を強化した。また、高校訪問については、出願者

やオープンキャンパス参加者、資料請求者が在校する高校を中心に実施し、専門職短期大

学の認知向上に努めた。また、令和７年度より本学の学科が「専門実践教育訓練指定講座」

に指定され、この制度を利用した社会人経験のある学生が２名入学した。 
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⑥ 退学者の低減 

入学者に対する修学に係る動機付けの強化や、CA や AA によるきめ細かい学生面談及び

カウンセラーとの効果的連携を実施するなど、退学者の抑制に努めた。特に入学試験の評価

がＢ判定以下の学生については、CAにそれらの問題点を事前に連絡し、積極的な学生支援が

できるように配慮した。今後も退学者の低減に努める。 

 

⑦ 自己点検評価 

本学の設置の趣旨及び目的を達成するために、毎年、教育研究等の状況について自己点検

評価を実施している。第三者認証機関における認証評価については、令和５年度に「専門職」

認証評価基準項目を念頭に置いて分野別認証評価（５年以内に一度受審の義務）を受審した

のに続き、令和 7 年度は日本高等教育評価機構において開学後初の短期大学機関別認証評価

（7年以内に一度受審の義務）を受審し、「適合」の評価を得た。 

 

⑧ 高大連携 

渋谷キャンパスでは特定非営利活動法人日本動物衛生看護師協会とも連携しつつ、学校法

人創志学園クラーク国際高等学校東京キャンパスペット生命科学コースとの提携授業を実施

している。提携授業を通じて専門的な学びの機会を提供すると共に、高校生が大学レベルの

教育研究に触れる機会を増やすための取り組みや高校の教員と大学の教員が相互理解を図る

ネットワークの構築を目指し、高大一貫した人材養成を推進している。 

 

⑨ 地域連携等 

代々木、神宮前、笹塚地区で開催された渋谷区主催の渋谷防災キャラバンに講師を派遣し

て防災講話を行った。渋谷区と「災害時における帰宅困難者支援に関する協定書」を締結し

たことにより、本学の校舎が災害時の帰宅困難者支援施設として指定を受けている。災害時

には学生及び帰宅困難者の安全確保に努め、トイレの提供、スマートフォン等の充電用電源

を提供する他、迅速な情報提供を行うことになっている。令和 8 年 2 月には、渋谷区役所に

おいて獣医師会、市民団体、愛玩動物看護師養成所の関係者でペット防災のあり方をより広

く住民に周知する方策を話し合う会議を開いた。会議は次年度も定期的に続け、ペット同行

避難を前提にした避難訓練についても開催を前提に区に協力していく。 

 

⑩ 専門職大学コンソーシアムとの連携 

本学を含め全国の専門職大学・専門職短期大学が加盟している「専門職大学コンソーシア

ム」を通じて定期的に理事会には学長が参加し教務学生課においては各大学と活発に情報交

換を行った。今後も専門職大学等の認知度の向上と教育の質保証に向けて取り組んでいく。 

 

⑪ 専攻科 

令和４年度に新設した専攻科では、動物トータルケア学科における３年間の学修を基盤に、

更なる高度な教育・研究に対応できる能力を身に付け、社会の多様化に対応する指導者とな

る人材養成を目指し、全学体制で取り組んだ。令和 7 年度は 1 名の学生が在籍した。各学生

が指導教員の下１年間にわたり実施した課題研究は年度末に報告会を開催し、その成果を学
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内で共有した。 

 

（３）ヤマザキ動物専門学校部門 

① 学生の受け入れ 

ア．入学者の受け入れ方針と方法 

愛玩動物看護学科の養成する人材像に基づき、以下のアドミッション・ポリシーを掲げ、

総合型選抜試験、学校推薦型選抜試験（指定校制・公募制）、一般選抜試験、社会人選抜試

験により選抜を実施し、人と動物の架け橋となる者を受け入れた。 

１.本校の建学の精神及び教育理念に共感する者 

２.動物に深い理解と愛情を持ち、人と動物の豊かな共生社会を目指す者 

３.動物看護学に興味を持ち、専門知識と技術を学ぶための基礎学力を 

有する者 

４.愛玩動物看護師を目指し、広い視野に立ち、コミュニケーションを 

大切にする者 

 

イ．学修支援 

全ての合格者を対象に入学前教育として入学前ドリルを配布し、高校までの学修の復習

を行い、入学後提出させ添削を行うことで、入学前の学修意欲の向上ならびに家庭学習の

定着を図った。 

在校生を対象に愛玩動物看護師国家試験の合格率向上のため、段階的な対策を講じた。

１年次は基礎学力の定着を目標とし、授業内小テストや模擬試験を実施し、不得意分野を

特定して克服できるようにした。２年次では専門分野の学修を深めると共に、定期的な模

擬試験を実施し、１年次に引き続き不得意分野の克服に努めた。また、「アッセンブリーア

ワー」にて動物関連の資格と現状について説明の時間を設け、情報発信を行った。３年次

では定期的な模擬試験の実施の他、対策講座の設置やオンラインでの教材提供など、学内

だけでなく家庭での学習指導体制を整えた。また、試験対策の掲示板を設置し全学年へ情

報を提供すると共に、アッセンブリーアワーにて動物関連の資格と現状について説明の時

間を設け、情報発信を行った。その結果、愛玩動物看護師国家試験の在学者合格率は 91.5％

となった。 

 

ウ．特待生制度・奨学金制度・教育支援金制度 

本校では、教育・学生生活のサポートとして独自の特待生制度及び山﨑良壽記念奨学金

制度を設け、成績優秀者や災害被災学生及び家計急変者等に奨学金を給付している。本年

度の特待生制度は３１名、山﨑良壽記念奨学金制度は 4 名が該当した。また、日本学生支

援機構の奨学金の紹介をした。 

 

エ．キャリア支援 

きめ細かい学生支援をモットーとして、多様化する学生の気質や職業観に対応できるよ

う、学生の立場に立って相談・指導を実施した。目標としている就職率は、全卒業生に対

しては８０％以上、就職希望者に対しては９５％以上に定めている。その結果、本年度は、
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全卒業生に対し９１％、就職希望者に対し９８％という高い実績を継続達成できた。なお、

文部科学省の「就職率」の取り扱いについての通知に従い、進学、自営業、家事手伝い、資

格取得等の数値は含めていない。 

 

オ．教育環境の再整備 

教育環境整備として、動物看護の実習で用いるイヌの採尿カテーテルトレーニング模型

及び掃除機 2台を新たに購入し、教育環境の向上及び環境整備を図った。 

    渋谷キャンパス２号館の経年劣化している学習環境インフラについて、年次計画で改善 

を図っており、令和７年度は渋谷キャンパス２号館 A 棟３・７階学生トイレの改修及び近 

年のゲリラ豪雨対策として、止水板を設置した。 

 

② 教育課程 

ア．カリキュラム・ポリシーとディプロマ・ポリシーに沿った教育課程  

動物看護を中心に幅広い知識と技術を身に付けた即戦力をもつ人材の養成に努めた。 

カリキュラム・ポリシーは、以下の通りである。 

ディプロマ・ポリシーを教育課程に反映させるため教養教育科目、専門基礎科目、専門

科目（選択科目を含む）の３科目群からカリキュラムを構成する。 

１.教養教育科目では、愛玩動物看護師に必要な教養を俯瞰的に学び、 

社会的自立を図るために必要な能力を養う 

２.専門基礎科目では、動物看護学の基礎的知識と技術を学び、愛玩動物 

看護師に必要な能力を養う 

３.専門科目では、動物愛護・福祉に基づいた動物看護、検査、グルーミ 

ング、トレーニング等の専門的知識と技術を養う 

 

ディプロマ・ポリシーは次の通りである。 

修業年限以上在籍し、所定の時間数を修了した学生に対して、卒業を認定し動物管理専

門課程の専門士（文化・教養専門課程）の称号を授与する。 

１.本校の建学の精神及び教育理念を理解し、人と動物の架け橋となる 

愛玩動物看護師としての使命感を有する 

２.動物看護学の基礎的・応用的知識と技術を身につけている 

３.人と動物の共生社会において必要なコミュニケーション能力を身に 

つけている 

４.動物愛護・福祉に基づいた動物の適正飼養及び公衆衛生に貢献する 

能力を身につけている 

 

また、教育課程編成委員会を年２回開催し、同委員会において聴取した意見を教務委員

会で検討の上、校長が教育課程に反映した。同委員会の結果は同委員会に報告され、PDCA

のサイクルを構築し、教育課程の充実を図った。 
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イ．カリキュラム 

令和元年６月に愛玩動物看護師法が制定されたことに伴い、愛玩動物看護師国家試験に

対応するカリキュラムを採用している。愛玩動物看護学科のカリキュラムについては、主

務省が指定する「大学及び養成所において履修すべき科目」に基づき、愛玩動物看護師の

養成に必要な科目に対応した教育を行った。 

 

ウ．成績評価と授業評価 

成績評価については、GPA（Grade Point Average）による厳格な成績管理を導入してお

り、修学度等の調査を効率的に実施した。授業評価については、科目別に授業評価アンケ

ートを実施し、講師自身が授業の励みとすると共に、授業の改善に活かした。実施方法に

ついては、オンラインでの授業評価アンケートとし、ペーパーレス化を図った。 

 

③ 職業実践専門課程 

職業実践専門課程は専修学校の専門課程であって、職業に必要な実践的かつ専門的な能力

を育成することを目的として専攻分野における実務に関する知識、技術及び技能について組

織的な教育を行うため、文部科学大臣が認定し職業教育の水準の維持向上を図ることを目的

としている。本校は愛玩動物看護学科を職業実践専門課程として申請し、文部科学大臣より

令和７年３月２４日に認定を受けた認定校である。 

 

④ FD・SD 

教育研究目標を達成し、教育の質の維持と向上を図るために、教員の教育力向上及び職員

の能力・資質向上に努めた。その手段として、組織的に授業の内容及び教育方法の改善を総

合的に図るための研修及び研究を実施し、その活動状況を自己点検評価報告書としてまとめ、

公表した。 

 

⑤ 学生サービス 

ア．学生相談 

クラスアドバイザー、アシスタントアドバイザーによるホームルームの時間を設けて、

学生の教育・学生生活の相談に対応すると共に、必要に応じて行う保護者との面談方法も

対面のみならずオンラインでの面談の機会を保証することで、保護者との連携も欠かすこ

となく学生支援を行った。また、配慮の必要な学生については、学生委員会や各実習対応

者も含め連携して対応した。さらに、必要に応じて、スクールカウンセラーを紹介した。 

 

イ．高等教育段階の教育費負担軽減制度への対応 

支援対象となる大学等の要件（機関要件）に対応し、シラバスの公表、GPA による成績

評価に係る客観的な指標の設定・公表、卒業の認定に関する方針の策定・公表を実施した。 

 

⑥ 広報活動の強化 

ア．安定的な入学者の確保 

東京都内で国家資格愛玩動物看護師養成所となっている専門学校１０校１３学科の中で、
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本校の特色を多くの出願検討者に認知してもらえる機会を与えるため、年間で 14 回の来校

型のオープンキャンパスと６回の来校型及びオンライン型の学校説明会を実施した。 

１８歳人口の減少という課題に対し、高校生という従来の層にとらわれず、大学生や社

会人などターゲットを広く設定したリカレント教育の広報を展開している。 

イ．令和 8 年度学生募集 

令和 8 年度学生募集では、参加者の多様なニーズに応えるため、従来のオープンキャン

パスに加え、「社会人対象説明会」や「入試対策説明会」、さらに教育内容への理解を深め

る「講義科目セミナー」を開催し、質の高い志望者の掘り起こしに注力した。また、WEB

広告や SNS 広告を活用し新規獲得に努めた結果、入学者数に占める高校既卒者の割合は２

５％を超え、一都三県以外の入学者数比率は１５％あり、東北地方、中部地方、沖縄県か

らの入学があった。志願者の確保に努めたものの、最終的な入学者数は１１４名（定員充

足率９５％）に留まった。この結果を真摯に受け止め、次年度はさらなる志望精度の向上

と、歩留まり対策の強化を図る。 

 

⑦ 退学者の低減 

退学率の低減についてはクラスアドバイザー（担任）、アシスタントアドバイザー（副担任）

及び学年主任を中心として個人相談など様々な努力を行ったが、令和７年度の退学率は１１．

４％となり、昨年より２．５ポイント増となった。退学理由は、学力不足によるものが３割、

進路変更が２．６割を占めた。健康上の理由は、けがによるもの１名以外は全て心の不調で

あった。このことを踏まえ、従来行っているスクールカウンセラーや家庭との連携を取るこ

とに加え、早期退学を防ぐために、入学前の登校日においてレクリエーションを取り入れ、

早期から友人を作れる環境づくりや入学前ドリルによる基礎学力向上に向けた取り組みを導

入している。今後も引き続き、人間関係構築や基礎学力の向上についての取り組みを続けて

いくことで、各学年において過去の平均退学率を下回ることを目標とし、退学率低減を目指

すことが引き続きの課題である。 

 

⑧ 自己点検評価と学校関係者評価 

自己点検評価に関しては、「専修学校における学校評価ガイドライン（文部科学省生涯学習

政策局）」に基づき当校教職員全体で実施し、適切な評価に達していない評価項目に関しては

次年度以降の改善課題として取り組んだ。 

学校関係者評価に関しては学校関係者評価委員会を年１回実施し、その評価内容を校長に

報告した。委員より聴取した意見は教務委員会にて検討し、教育課程に反映し、結果を同委

員会に報告するという PDCA のサイクルを構築し、教育の質の向上に努めた。 

また、特定非営利活動法人職業教育評価機構による第三者評価を受審し、全ての基準につ

いて「可」の評価を頂いた。 

 

⑨ 地域連携等・ボランティア 

社会貢献として、地元自治体である渋谷区と災害時の帰宅困難者や避難所のペット支援に

関する協定を結んでいる。３年次の学生が、渋谷区と防災協定を結んでいる「こくみん共済 

coop 」、「渋谷未来デザイン」、「渋谷区観光協会」の 3 社が主催している「もしもフェス渋谷」
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に参加する他、ボランティアクラブが公益社団法人 日本動物福祉協会 新東京支部の保護

猫の譲渡活動支援をした。また、区立中学校の上級学校見学授業を受け入れるとともに、高

等学校の学校見学会や職業別ガイダンスに参加し、職業教育に協力した。 

 

Ⅳ 財務の概要と経年変化 

１ 会計監査人 

 令和 7 年度より、私立学校法の改正に伴い、以下の通り会計監査人を選任した。 

名 称 就任年月日 

東陽監査法人 令和７年５月２９日 

  定員数については、学園寄附行為第２９条により、１名となる。 

 

２  決算の概要  

近年、日本の経済状況は長年続いたデフレから脱却しつつあり、政府が発表する月

齢経済報告では、毎月のように「景気は緩やかに回復している」と発表されているも

のの、国民生活は物価高騰の影響が大きく、更に今年２月にアメリカ・イスラエルに

よるイランへの攻撃に起因した原油価格の高騰や、アメリカの通商政策などが更なる

物価高騰を引き起こしており、景気回復を実感できない状況が続いている。  

このような状況下に加え、加速する少子化や大学進学者数の減少など、私立学校の

経営は年々厳しさを増しており、本学園は更に競合校の台頭というマイナス要因も加

わっている。そのため、令和８年度の専門学校入学者数は８年ぶりに入学定員を下回

ったものの、令和７年度入学者数は、大学、専門職短期大学、専門学校全てで定員を

充足することができたことから、学生生徒等納付金収入は、令和６年度と比較して、

約１，０００万円増額となっている。  

支出面では渋谷１号館の外壁工事や渋谷２号館、南大沢の経年劣化による修繕工事、

暖房機能付き便座の設置など、安全・快適な教育環境整備を実施したものの、大規模

工事が少なかったことから、令和７年度翌年度繰越支払資金は約５９億２，０００万

円となり、前年度と比較して約５億９，０００万円の黒字となった。また、事業活動

収支差額においても約４億９，０００万円の収入超過となった。しかし、黒字額は年々

減少しており、前年度と比較して、翌年度繰越支払資金が約２億円、事業活動収支差

額は約１億７，０００万円が減少している。  

近年は先述したマイナス要因の影響が拡大していることから、教職員全員が費用対

効果の意識を更に高め、黒字の縮小を最小限に抑えつつ、安定且つ永続的な財政状態

となるような経営を、今後も継続していかなければならない。  

 

令和７年度の決算の概要は以下の通りである。  

 

（１）貸借対照表の概要  

貸借対照表は、一定の日（令和８年３月３１日）における学校法人の財政状態を

明らかにするため作成するものである。企業会計との違いはまず科目の配列法にあ

る。学校会計は固定資産から構成されている「固定性配列法」が採用され、企業会
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計は流動資産から配列される「流動性配列法」となっている。また、資産 -負債は純

資産となり資本というが、学校会計では、正味財産となり資本という概念がない。 

本学園の令和７年度の貸借対照表は、資産総額が約１５２億９ ,０００万円となり、

前年度より約４億８，０００万円増加している。一方、負債総額は、１４億６，０

００万円で、前年度と比較して約２４万円減少に留まり、横ばいとなっている。  

 

（２）計算書の概要  

①  事業活動収支計算書  

事業活動収支計算書は、教育活動、教育活動以外の活動、その他の活動に分け、

それぞれ収支を表したものであることから、本業である教育活動の収支を明確に

することを目的とした計算書類である。また、本計算書では基本金の組入という

会計処理がある。これは持続的経営のために取得した固定資産とされ、基本金組

入前当年度収支差額より基本金組入額を控除して当年度収支差額が計算されるが、

これは収支の均衡の程度を表すもので、企業の損益の概念とは異なるものである。 

本学園の令和７年度の事業活動収支計算書は、事業活動収入の合計が２５億４，０００万

円となり、事業活動支出を差引くと約４億９，０００万円の収入超過となる。  

 

②  資金収支計算書  

資金収支計算書は、学校法人における当年度の諸活動に対応するすべての収入

及び支出の内容並びに当年度における現金・預金の収支を明らかにすることを目

的としている。  

本学園の令和７年度の資金収支計算書は、資金収入の合計が前年度繰越支払資

金５３億２，０００万円を含め約７７億７，０００万円となり、資金支出の合計

が約１８億５，０００万円となったため、翌年度繰越支払資金は約５９億２，０

００万円 (前年度比５億９，０００万円の増 )となったものの、昨年度と比較して

黒字幅が約２億円減少している。これは、学生生徒等納付金収入を筆頭とした収

入額が約２，９００万円の増加に留まっているのに対し、支出額は約２億４００

万円増加したためである。  

 

本学園の令和７年度の計算書の概要及び経年の状況は以下の通り。  

 

３  財務状況の推移（経年比較）  

（１）貸借対照表                            （単位：千円） 

科  目  ３年度  ４年度  ５年度  ６年度  本年度  

固定資産  9,806,381 9,643,722 9,537,245 9,478,221 9,339,803 

流動資産  2,730,195 3,603,267 4,525,813 5,329,207 5,954,145 

資産の部合計  12,536,576 13,246,989 14,063,058 14,807,428 15,293,948 

固定負債  89,988 91,780 96,331 101,857 191,854 

流動負債  1,157,379 1,251,478 1,276,808 1,355,106 1,264,867 

負債の部合計  1,247,367 1,343,258 1,373,139 1,456,963 1,456,721 

基本金  12,375,346 12,469,432 12,563,115 12,693,420 12,772,305 

繰越収支差額  △ 1,086,137  △565,701 126,804 657,045  1,064,922 
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（純資産の部合計）  11,289,209 11,903,731 12,689,919 13,350,465 13,837,227 

負債及び純資産の部  

合計  
12,536,576 13,246,989 14,063,058 14,807,428 15,293,948 

 

（２）事業活動収支計算書                        （単位：千円） 

教
育
活
動
収
支 

事
業
活
動
収
入
の
部 

科  目  ３年度  ４年度  ５年度  ６年度  本年度  

学生生徒等納付金  1,708,798 1,957,680 2,179,912 2,240,220 2,254,560 

手数料  23,466 22,201 23,696 22,995 21,010 

寄付金  21,672 17,723 26,099 26,580 16,886 

経常費等補助金  92,826 150,975 144,420 140,566 230,881 

付随事業収入  292 301 0 1,028 1,088 

雑収入  2,169 1,927 4,234 2,759 2,285 

教育活動収支計  1,849,223 2,150,807 2,378,361 2,434,148 2,526,710 

事
業
活
動
支
出
の
部 

科  目  ３年度  ４年度  ５年度  ６年度  本年度  

人件費  719,801 740,800 757,957 827,001 960,087 

教育研究経費  509,825 592,680 618,556 699,527 753,788 

管理経費  227,790 206,933 226,397 253,331 263,494 

徴収不能額等  1,618 36 0 0 0 

教育活動支出計  1,459,034 1,540,449 1,602,910 1,779,859 1,977,369 

教育活動収支差額  390,190 610,339 775,451 654,289 549,341 

教
育
活
動
外
収
支 

 

事
業
活
動 

 
 

 

収
入
の
部

 

科  目  ３年度  ４年度  ５年度  ６年度  本年度  

受取利息・配当金  79 1,765 4,321 4,733 12,755 

そ の 他 の 教 育 活 動

外収入  
0 0 0 0 0 

教育活動外収入計  79 1,765 4,321 4,733 12,755 

 

事
業
活
動 

 
 

 

支
出
の
部 

科  目  ３年度  ４年度  ５年度  ６年度  本年度  

借入金等利息  0 0 0 0 0 

そ の 他 の 教 育 活 動

外支出  
0 0 0 0 0 

教育活動外支出計  0 0 0 0 0 

教育活動外収支差額  79 1,765 4,321 4,733 12,755 

経常収支差額  390,268 612,123 779,772 659,022 562,096 

特
別
収
支 

事
業
活
動 

 
 

収
入
の
部 

科  目  ３年度  ４年度  ５年度  ６年度  本年度  

資産売却差額  0 0 0 0 0 

その他の特別収入  1,998 2,597 6,673 2,740 322 

特別収入計  1,998 2,597 6,673 2,740 322 

事
業
活
動 

 
 

支
出
の
部 

科  目  ３年度  ４年度  ５年度  ６年度  本年度  

資産処分差額  86 200 257 1,216 1,068 

その他の特別支出  0 0 0 0 74,589 

特別支出計  86 200 257 1,216 75,657 
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特別収支差額  1,912 2,397 6,416 1,524 △ 75,335 

基本金組入前当年度収支差額  392,181 614,521 786,188 660,546 486,761 

基本金組入額合計  △ 697,735 △ 94,085 △ 93,683 △ 130,305 △ 76,884 

当年度収支差額  △ 305,554 520,436 692,505 530,241 407,877 

前年度繰越収支差額  △ 780,582 △ 1,086,137  △ 565,701 126,804 657,045 

基本金取崩額  0 0 0 0 0 

翌年度繰越収支差額  △ 1,08 6,13 6  △ 565,701 126,804 657,045  1,064,922 

 

（３）資金収支計算書                         （単位：千円）  

収入の部  ３年度  ４年度  ５年度  ６年度  本年度  

学生生徒等納付金収入  1,708,798 1,957,680 2,179,912 2,240,220 2,254,560 

手数料収入  23,466 22,201 23,696 22,995 21,010 

寄付金収入  21,039 17,497 25,215 25,735 16,366 

補助金収入  92,826 150,975 144,420 140,566 230,881 

資産売却収入  0 0 0 0 0 

付随事業・収益事業収入  292 301 0 1,028 1,088 

受取利息・配当金収入  79 1,765 4,321 4,733 12,755 

雑収入  2,169 1,927 4,234 2,759 2,285 

借入金等収入  0 0 0 0 0 

前受金収入  936,044 1,069,907 1,101,122 1,079,930 1,015,420 

その他の収入  13,984 12,816 6,897 2,465 800 

資金収入調整勘定  △797,211 △936,318 △ 1,070,106  △ 1,101,922  △ 1,107,700 

前年度繰越支払資金  2,691,152 2,726,811 3,600,211 4,522,915 5,325,220 

収入の部合計  4,692,638 5,025,562 6,019,922 6,941,422 7,772,685 

 

支出の部  ３年度  ４年度  ５年度  ６年度  本年度  

人件費支出  718,072 739,008 753,406 821,475 903,998 

教育研究経費支出  346,793 393,337 413,376 505,119 572,520 

管理経費支出  211,930 189,411 208,235 233,866 251,524 

借入金等利息支出  0 0 0 0 0 

借入金等返済支出  0 0 0 0 0 

施設関係支出  658,095 33,671 55,324 67,290 7,964 

設備関係支出  91,424 20,450 56,779 85,190 43,824 

資産運用支出  0 0 0 0 0 

その他の支出  65,196 124,756 72,904 63,667 170,787 

資金支出調整勘定  △125,683 △75,282 △63,017 △160,404 △100,889 

翌年度繰越支払資金  2,726,811 3,600,211 4,522,915 5,325,219 5,922,957 

支出の部合計  4,692,638 5,025,562 6,019,922 6,941,422 7,772,685 
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４  主な財務比率比較   

本学園の財務状況を分析すると以下の通りである。  

（１）事業活動収支差額比率  

事業活動収入に対する基本金組入前の当期収支差額が占める割合であり、この比

率がプラスで大きいほど自己資金が充実し、財政面での将来的な余裕に繋がるもの

である。このプラスの範囲内で基本金組入額がおさまっていれば当年度の収支差額

は収入超過となり、逆にプラス分を超えた場合は支出超過となる。この比率がマイ

ナスになる場合は、当年度の事業活動収入で事業活動を補うことができないことの

反映であり、基本金組入前で既に事業活動支出の超過の状況にある。マイナスとな

った要因が臨時的なものによる場合は別として、一般的にマイナス幅が大きくなる

ほど経営が圧迫され、将来的には資金繰りに支障をきたす可能性が否めない。  

本学園は平成３０年度以降プラスの状況が続いていたが、令和７年度は１９．

２％となり、前年度と比較してマイナス７．９％となった。  

 

（２）人件費比率  

人件費の経常収入に対する割合を示す重要な比率である。この比率が適正水準を

超えると経常収支の悪化にも繋がる要因ともなる。教育研究条件等にも配慮しなが

ら、各学校の実態に沿った水準を維持する必要がある。  

本学園は、動物看護教育のパイオニアとして、質の高い教育を提供し、社会貢献

を果たすためには強固な財務基盤の構築が不可欠という考え方から、健全な財政の

維持を重点目標として、少数精鋭による組織運営を行ってきた。その結果、大学を

開学した平成２２年度以降、専任教職員数はほぼ横ばいで推移しており、教職員人

件費も全国の同規模大学平均４４．８％に対し、本学園の令和７年度人件費率は３

７．８％と全国平均より低い比率で推移していた。  

しかし令和７年９月１６日（１０月分給与）より、給与額や仕組みを抜本的に改

善した、新しい給与規程が施行されたことから、昨年度は対前年比で２．１％の上

昇に留まっていたものが、令和７年度は３．９％上昇しており、令和８年度は更に

上昇することが見込まれることから、これまで長年の課題であった人件費率の適正

化は、改善の兆しを見せている。  

 

（３）教育研究経費比率  

教育活動及び教育外活動により得た資金を、教育に投下しているかを示す指標で

ある。この比率が低いと教育に投資していないとみなされることから、この比率は

高い方が望ましい。本学園は２９．７％となっており、同規模法人の全国平均は５

２．６％を大きく下回っている。  

しかし本学園では１０万円以上の物品については、教育研究用機器備品や管理機

器備品として経理処理を行っており、この部分は教育研究経費比率に含まれないが、

教育研究機器備品の支出額は年々増加していることから、教育に対する投資はして

いると言える。しかし学生数の増加に対して教育への投資が追い付いていないとの

見方もできるため、当該経費比率の改善、適正化は引き続きの課題と言える。  

 

（４）流動比率  
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一年以内に償還又は支払わなくてはならない流動負債に対して、現金預金又は現

金化が可能な流動資産がどの程度用意されているかという、法人の短期的な支払い

能力を判断する重要な指標の一つである。ただし、学校法人の流動負債には前受金

の比重が大きいことや、資金運用の点から長期の有価証券、特定預金等、長期的な

資金を留保していることがあるので、この比率が低くても資金繰りに窮していると

は限らない。一般の金融機関は２００％以上であれば優良とみなされる中で、本学

園は４７０．７％となっている。  

 

（５）基本金比率  

基本金は学校経営を自己資金で行い、永続的に研究活動を行うために、必要な資

産を継続的に保持すべきものとして、事業活動収入のうちから組み入れた金額を基

本金としている。固定資産を取得した場合、取得年度に基本金に組み入れるが、組

入可能な金額は自己資金で購入したものとなるため、借入金で購入した場合は、借

入金の返済分が基本金組入額となる。従って基本金比率が低いほど借入金が多いと

見ることができる。  

本学園は令和２年度よりほぼ100.0％となっており、これは本学園が固定資産を

取得する際、全て自己資金で賄っていることを意味しており、至って健全経営であ

ることの証左である。  

 

＜財務比率一覧＞（単位：％）  

比率  算式（×100）  ３年度  ４年度  ５年度  ６年度  本年度  

事業活動  

収支差額比率  

基本金組入前当年度収支差額  

事業活動収入  
21.2 28.5 32.9 27.1 19.2 

学生生徒等  

納付金比率  

学生生徒等納付金  

経常収入  
92.4 90.9 91.5 91.9 88.8 

人件費比率  
人件費  

経常収入  
38.9 34.4 31.8 33.9 37.8 

教育研究  

経費比率  

教育研究経費  

経常収入  
27.6 27.5 26.0 28.7 29.7 

管理経費比率  
管理経費  

経常収入  
12.3 9.6 9.5 10.4 10.4 

流動比率  
流動資産  

流動負債  
235.9 287.9 354.5 393.3 470.7 

負債比率  
総負債  

純資産  
11.0 11.3 10.8 10.9 10.5 

純資産  

構成比率  

純資産  

総負債＋純資産  
90.1 89.9 90.2 90.2 90.5 

基本金比率  
基本金  

基本金要組入額  
99.7 100.0 100.0 99.9 99.9 

※純資産＝基本金＋繰越収支差額  

※基本金要組入額＝基本金＋基本金未組入額  
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事業報告の附属明細書 

 

 １．令和 7 年度事業に関して、補足する重要な事項はない。 


